
議案第６８号 

  

甲府市個人情報保護条例及び甲府市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 甲府市個人情報保護条例及び甲府市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年９月２日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市個人情報保護条例及び甲府市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例 

（甲府市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 甲府市個人情報保護条例（平成１５年１２月条例第４２号）の一部を次の

ように改正する。 

第４２条の６中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」を

「第１９条第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改める。 

（甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７

年１２月条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

 第１条及び第５条第１項中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改

める。 

   附 則 



 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正に伴う規定の整備を行うについては、この条例を制定する必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。  


